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第1章はじめに

1 計簡の目的

王子成の時代に、インターネットと、携帯電話に代表される移動通信システ

ムは、人々に新たなコミュニケーションの機会を提供するインフラとして発

展・普及し、産業・社会に大きな変化をもたらしました。特に携帯電話は、

スマートフォンの普及によってコミュニケーションツールとしての枠を超

え、私たちの生活においてさまざまなことを可能にする、最も身近なデ、バイ

スになりました。

これら移動通信システムの発展は、人と人とのコミュニケーションに加え、

やがて、モノをつなぐ 10 T . (Internet of Things)を登場させました。

/そして令和の時代になった今、 10 TやA1 (人工知能)、新たな第5世

代移動通信システム (5G)などのさらなる進化の先には、サイバー空間と

現実世界を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決

を両立する人間中心の社会 ISociety5.0Jの実現があるとされています。

こうした 1C T (情報通信技術)がもたらす産業・社会の変化の背景には、

経済活動に不可欠となる膨大な情報のやり取りを、時間・場所に制約されな

いデジタルデータで行うことを可能にすることを通じて、働き方をはじめと

した従来の枠組みや概念を大きく転換する技術革新が進展したことにあり

ます。

この技術革新は、産業競争力の強化にとどまらず、今後は、持続可能な活

力ある社会を将来にわたって実現するため、社会課題、とりわけ地方におけ

るさまざまな地域課題の解決にも役立つとされています。

このような状況をふまえ、官民のデータ利活用のための環境を総合的かっ

効果的に整備するため、平成 28(2016)年 12月に「官民データ活用推進基本

法J(平成 28(2016)年法律第 103号)が公布・施行されました。

同法では、都道府県は、 E自が策定する官民データ活用推進基本計画に別し

て、当該都道府県の区域における官民データ活用推進に関する施策について

の基本的な計画(都道府県官民データ活用推進計画)を策定することとされ

ています。

そのため、 ICTやデータを積駆的に活用していくことにより、行政運営

の効率化や県民の利便性向上、データ活用による新しい価値の創出や地域課

題の解決等を推進していくことを目的として、「三重県官民データ活用推進

計画(仮称)J(以下、「本計画j という。)を策定します。
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2 計画の位置付け

(1)法令上の位置付け

本計画は、官民データ活用推進基本法第9条第 1項に規定する「都道府

県官民データ活用推進計画」として位置付けます。

(2)康総合計薗との関係

三重県の総合計画である「みえ県民力ビジョン・第三次行動計画J(以

下、「第三次行動計画」という。)がめざすべき社会の姿として掲げる『三

重県らしい、多様で、包容力ある持続可能な社会』の実現を推進するため

の計画として位置付けます。

3 計画期間

第三次行動計画の計画期間(令和 2(2020)年度から令和 5(2023)年度)に

あわせ、本計画の計画期間は、令和 2(2020)年度から令和 5(2023)年度まで

の4年間とします。
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